
様式第二号の八 (第人条の四の五関係 )
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第 9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他その
処理に関する計画を作成 したので、提出します。

産業廃棄物処理計画書

令和7年  5月  27日

大分県知事 殿

大分市大宇横尾1896番 1

株式会社杉田建設

電話番号 097-578-9157

提出者

住 所

氏 名

代表取締役 杉田 匡織
(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

事 業 場 の 名 称 株式会社杉田建設

大分市大宇横尾1896番 1事 業 場 の 所 在 地

令和7年 4月 1日 ～令和8年 3月 31日計 画 期 間

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

¥175,000,000-

別紙 1

② 事 業 の 規

③ 従 業 員

模 元請完成工事高 (令和6年度実績 )

数 14人

① 事 業 の 種 類 06 総合工事業

の
程

勒
嚇

廃
処麟
一連の
④

日 工
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産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

専務

現場代理人常務代表取締役

営業

マニフェスト管理者

(管理体制図)

・マニフエスト交付口管理

・産業廃棄物の管理

・マニフエストの管理・保管

・委託契約の管理・保管

【前年度 (令和 6年度)実績】

別紙 2産 業 廃 棄 物 の種 類

tt排    出   量

(これまでに実施した取組 )

・分別解体を徹底し、再資源化施設への搬入を行った。
①現状

【目標】

月II糸氏2産 業 廃 棄 物 の 種 類

t
里拶F   出 t

(今後実施する予定の取組 )

・分別解体を周知徹底し、再資源化施設へ搬入の意識向上を図る。
②計画

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

(分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組 )

。現場にて廃棄物の種類ごとに保管場所を決め分別を行っている。①現状

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

。現場にて廃棄物の種類ごとに分別・保管場所を決め混雑しないように

徹底を行う。
②計画

産業廃棄物の分別に関する事項
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【前年度 (令和 6年度)実績】

産 業 廃 棄 物 の種 類

tt自ら再生利用 を行 つた

産 業 廃 棄 物 の

(これまでに実施 した取組 )

該当なし

①現状

【目標】

産 業 廃 棄 物 の種 類

tt自 ら再 生 利 ＞９
旦里

行

の

を用

物産 業 廃 棄

(今後実施する予定の取組 )

該当なし

②計画

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度 (令和 6年度)実績】

産 業 廃 棄 物 の種

tt

産 業 廃

自 ら熱 回 た
量を行っ晦

収
棄

tt自ら中間処理により減量 した

業 廃 葉 物 の

(こ れまでに実施 した取組 )

該当なし

①現状

【目標】

産 業 廃 棄 物 の種 類

tt
う
旦里

行

の

を
物
剛
棄

熱
廃
ら
業産

tt
理によ り減量す る処
廃
間中

業
ら自

産 棄 物 の

(今後実施する予定の取組 )

該 当な し

②計画

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項
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【前年度 (令和 6年度)実績】

産 業 廃 棄 物 の種 類

tt
白 又

行 っ
の

投

埋

棄

を

物

は

た

ら

洋

産 業

入
廃

処
分
立
処

(こ れまでに実施 した取組 )

該当なし

①現状

【目標】

産 業 廃 棄 物 の 種 類

tt

又

海 洋投入 処 分 を行 う
の

(今後実施する予定の取組 )

該当なし

②計画

自ら行 う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度 (令和 6年度)実績】

別紙 2産 業 廃 棄 物 の種 類

tt

tt良認定処理業者への

理  委  託  量

tt再生利用業者への

処 理 委 託 量

tt認定熱回収業者への

処 理 委 託  量

tt

全 処 理 委 託

定熱回収業者以外の

回収を行 う業者への

処 理 委 託

(こ れまでに実施 した取組 )

①現状

産業廃棄物の処理の委託に関する事項
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【目標】

産 業 廃 棄 物 の 種 類 別紙2

全 処 理 委 託 t t

良認定処理業者への
t t

処 理 委 託 量

再生利 用業者 へ の

処 理 委 託 量
t t

認定熱回収業者への t t
処 理 委 託

定熱回収業者以外の

回収を行 う業者への t t

処 理 委 託 量
計画

(今後実施する予定の取組 )

※事務処理欄
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１

　

２

　

３

前年度の産業廃棄物の発生量が1,000ト ン以上の事業場ごとに 1枚作成すること。

当該年度の 6月 30日 までに提出すること。

「当該事業場において現に行つている事業に関する事項」の欄は、以下に従つて記入するこ

と。

(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額 (前年度実績)、 建設業の場合における元請

完成工事高 (前年度実績)、 医療機関の場合における病床数 (前年度末時点)等の業種に応じ
事業規模が分かるような前年度の実績を記入すること。

(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するま

での一連の処理の工程 (当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。)を記入すること。

「自ら行 う産業廃葉物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに

問処理を行 うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、

処理を行 うことによつて減量した量について、前年度の実績、日標及び取組を記入する

中

間

ら

中

ｏ

自

ら

と

ヽ
工口日Ｈ
＞
」
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5 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量
を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第 6条のH第 2号に該当する者)への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

哲誰藍量喜A暦護紫盈鐘曇肇雪寝愚条屠象呂績露褻鎖藝客a界息象占覆写語唇宅黒雪え亀望薯史

の焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。

6 それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと
おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物

の

種類が 3以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入す
べき事項がないとき

は、「一」を記入すること。

7 ※欄は記入しないこと。



別紙2

上段 :実績値
下段 :日 標値

排出量
自ら
再生利用
を行う量

自ら
熱回収を
行う量

自ら
中間処理により
減量する量

自ら
埋立処分又は
海洋投棄処分
を行う量

全処理
委託量

コンクリーホがら
200b.OU 2005.60 373.03 16325;

20000( 200000 370.00 163000

アスファルトがら
1664 16.64 166と

150( 1500 15_00

その他がれき類
25770 257.70 15725 1004
25000 15000 10000

ガラス・陶磁器くず
937 9.37 93i

900 900 9,00

廃プラスチツク類
28,42 284Z 28.42

2500 2500 25.0

紙くず
1.89 189 0,16 173
■01 100 010 09(

木くず
622.83 622.83 0.35 62248
60000 60000 200 598.00

繊維くず
1693 1693 16.93

1500 1500 15,00

廃石青ボード
4398 4398 4398
4000 4000 40.00

混合廃棄物
4588 4588 4588
40.00 40.00 40.00

石綿含有産業廃棄物
11.05 11.05 11.05

1000 10,00 1000

合計
3060.29 306029 54184 2518.45
300500 300500 53210 ,47290
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産業廃棄物処理工程

中間処理(破砕 )

中間処理(破砕)

中間処理(破砕 H選別)

中間処理(破砕)

中間処理(破砕 )

中間処理(破砕・圧縮口梱包)

最終処分(安定型)

中間処理(破砕 )コンクリートがら

アスフアルトがら

その他がれき類

ガラス・陶磁器くず

廃プラスチック類

紙くず

木くず

繊維くず

混合廃棄物

石綿含有産業廃棄物


